
時間外労働の上限規制について



上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。

施行に当たっては経過処置が設けられており、 2019年4月1日（中小企業は2020年4月1
日）以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。

2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、 その協定の初日から 1 年
間は引き続き有効となり、 上限規制は適用されません。

※中小企業の定義は、以下のとおりです（事業場単位ではなく、企業単位で判断します）。



年次有給休暇の取得義務化について







労働基準監督署に

『労働時間相談・支援コーナー』
を設置しています。

このようにお悩みではないですか？

お近くの労働基準監督署まで！！

うちの会社の
労働時間制度は
このままで
いいのかな･･･？

今度、労基法が改正さ
れるようだけど、よく
わからない･･･



• ポータルサイトの紹介
スタートアップ労働条件（WEB診断）
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/

・36協定・1年変形届 作成支援ツール

・就業規則作成 作成支援ツール
（3月下旬設置予定）


